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○上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラ

ム実施細則

（平成28年７月20日細則第20号）

最終改正 令和４年11月16日細則第16号

（趣旨）

第１条 この細則は，上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程（平成16年規程第72号）

第８条第３項の規定に基づき，教育職員免許取得プログラム（以下「免許プログラム」

という。）の実施に関し必要な事項を定める。

（他の法令等の関係）

第２条 免許プログラム受講者（以下「免Ｐ受講者」という。）は，長期履修学生制度を

利用するものとし，上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱細則（平成28

年細則第19号。以下「長期履修学生取扱細則」という。）に定めがあるものを除き，こ

の細則の定めるところによる。

（申請資格）

第３条 免許プログラムの受講を申請することができる者は，大学院学校教育研究科（以

下「大学院」という。）の入学者選抜試験に出願し，かつ，教育職員一種免許状の取得

を希望する者若しくは既に教育職員免許状を取得しているが他校種又は他教科の教育職

員免許状の追加取得を希望する者とする。

（申請）

第４条 免許プログラムの受講を申請する者は，別記第１号様式の教育職員免許取得プロ

グラム受講申請書を長期履修学生取扱細則第３条第１項に規定する申請期間内に，入試

課に提出しなければならない。

（選考及び許可）

第５条 免Ｐ受講者の選考は，前条の申請に基づき，別に定める方法により入学試験委員

会が選考を行い，教授会の議に付し，学長が受講を許可する。

２ 前項の規定にかかわらず，専門職学位課程にあっては，大学院の入学者選抜試験の合

格をもって受講を許可するものとする。

（受講取消申請）

第６条 免Ｐ受講者が，取得を希望する教育職員免許状の取得要件を充足し，大学院の修

了要件を満たすことが見込まれること，又は真にやむを得ない事由により免許プログラ

ムの受講取消を希望する場合は，１年次又は２年次において受講を取り消すことができ

るものとする。ただし，６月間又は１年間休学した者は，３年次において受講を取り消

すことができるものとする。

２ 前項の受講取消を希望する者は，あらかじめアドバイザーの承認を得て，別記第２号

様式の教育職員免許取得プログラム受講取消申請書（以下「受講取消申請書」という。）

を教育支援課に提出しなければならない。この場合において，真にやむを得ない事由に

より受講取消を希望する者は，その理由書を提出するものとする。

３ 受講取消申請書の提出期限は，１年次の場合は６月５日（その日が日曜日に当たると
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きはその翌日，土曜日に当たるときはその翌々日。以下この項で期日を規定した場合に

おいて同じ。）正午まで，２年次の場合は10月31日正午までとする。

４ 第１項ただし書の規定により３年次において受講を取り消す場合の受講取消申請書の

提出期限は，６月間休学した者については６月５日正午まで，１年間休学した者につい

ては10月31日正午までとする。

（受講取消の取扱い）

第７条 前条により免許プログラムの受講を取り消した者の取扱いについては，次の各号

に掲げるとおりとする。

(1) １年次の場合は，受講取消を許可した日をもって免Ｐ受講者としての身分を失うも

のとし，既に受講した授業科目（集中講義等を含む。）の単位認定は行わない。

(2) ２年次又は３年次の場合は，受講取消により変更された修業年限が満了するまで免

Ｐ受講者としての身分を有するものとする。

（入学前の受講辞退）

第８条 免許プログラムの受講を許可された者がその受講を辞退する場合は，入学前の３

月末日までに別記第３号様式の教育職員免許取得プログラム受講辞退申出書を教育支援

課に提出するものとする。

（取得希望免許種の届出）

第９条 免許プログラムの受講を許可された者は，入学後，アドバイザーの承認を得て，

別に定める期日までに別記第４号様式の教育職員免許取得プログラム取得希望免許届を

教育支援課に提出するものとする。

（事務の処理）

第１０条 免許プログラムに関する事務は，教育支援課及び入試課において処理する。

（その他）

第１１条 この細則に定めるもののほか，免許プログラムの実施に関し必要な事項は，別

に定める。

附 則

１ この細則は，平成28年７月20日から施行する。

２ 上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム取扱要項（平成16年

６月16日学長裁定）は，廃止する。

附 則（平成30年細則第９号（平成30年６月20日））

この細則は，平成30年６月20日から施行する。

附 則（平成31年細則第21号（平成31年３月22日））

１ この細則は，平成31年４月１日から施行する。

２ 平成30年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については，この細則による

改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム実施細則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則（令和２年細則第７号（令和２年３月27日））

この細則は，令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和４年細則第16号（令和４年11月16日））

１ この細則は，令和４年11月16日から施行する。
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２ この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログ

ラム実施細則の規定は，令和４年度入学生から適用し，令和３年度以前入学生について

は，なお従前の例による。
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別記第１号様式（第４条関係）

教育職員免許取得プログラム受講申請書

年 月 日

ふりがな □男 ※受験番号

氏 名 □女

年 月 日生

志望専攻 第１志望 専攻 コース（ ）

・コース 第２志望 専攻 コース（ ）

（教科等 ）

所 有 す る （教科等 ）

(取得見込みの) □ あり

教育職員免許状 （教科等 ）

（教科等 ）

□ なし

□幼稚園教諭（□一種・□二種）

取得を希望する □小学校教諭（□一種・□二種）

教育職員免許状 □中学校教諭（□一種・□二種）（教科 ）

□高等学校教諭（教科 ）

１．教職を志した理由及び教育職員免許取得プログラムの受講を希望する理由

２．上記の教育職員免許状の取得を希望する理由

注）１ 該当する事項に記入し，□はチェックしてください。

２ 志望専攻・コースは，上越教育大学大学院学校教育研究科入学願書に記入した

専攻・コース（領域・分野）名を記入してください。

３ ※印欄は記入しないでください。
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別記第２号様式（第６条関係）

教育職員免許取得プログラム受講取消申請書

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学籍番号

氏 名

私は，下記の理由により長期履修学生制度に基づく教育職員免許取得プログラムの

受講を取り消したいので，許可くださるようお願いします。

記

１ 理由

２ 取得予定免許状

□幼稚園教諭一種免 □幼稚園教諭二種免

□小学校教諭一種免 □小学校教諭二種免

□中学校教諭一種免 （教科 ）

□中学校教諭二種免 （教科 ）

□高等学校教諭一種免（教科 ）

アドバイザー

（注）１ 該当する事項に記入し，□はチェックしてください。

２ アドバイザー氏名の記入は，署名（本人自署）又は記名押印のいずれかとする。
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別記第３号様式（第８条関係）

教育職員免許取得プログラム受講辞退申出書

年 月 日

上越教育大学長 殿

受験番号

氏 名

私は，下記の理由により長期履修学生制度に基づく教育職員免許取得プログラムの

受講を辞退します。

記

（理由）

（注）氏名の記入は，署名（本人自署）又は記名押印のいずれかとする。
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別記第４号様式（第９条関係）

教育職員免許取得プログラム取得希望免許届

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学籍番号

氏 名

下記のとおり教育職員免許状の取得を希望しますので，お届けします。

記

□幼稚園教諭一種免 □幼稚園教諭二種免

□小学校教諭一種免 □小学校教諭二種免

□中学校教諭一種免（教科 ）

所 有 す る □中学校教諭二種免（教科 ）

（見込みを含む） □無 □高等学校教諭一種免（教科 ）

教育職員免許状 □特別支援学校教諭一種免（領域 ）

□特別支援学校教諭二種免（領域 ）

□養護教諭一種免 □養護教諭二種免

□栄養教諭一種免 □栄養教諭二種免

□幼稚園教諭一種免 □幼稚園教諭二種免

取得を希望する
□小学校教諭一種免 □小学校教諭二種免

教育職員免許状
□中学校教諭一種免（教科 ）

□中学校教諭二種免（教科 ）

□高等学校教諭一種免（教科 ）

受講申請時（入学願書提出時）と取得希望免許状が変わる場合の理由

【特記事項】

既に教育職員免許状を有している方（教員免許要件単位のみを一部修得済みの方

を含む。）は，次の書類を提出してください。

(1) 教育職員免許状の写し

(2) 学力に関する証明書（免許申請用）（写し可）

アドバイザー

（注）１ 該当する事項に記入し，□はチェックしてください。

２ アドバイザー氏名の記入は，署名（本人自署）又は記名押印のいずれかと

する。


